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『
本
朝
文
粋
』の
文
人

│
上
位
入
集
者
と
そ
の
作
品 

後

藤

昭

雄

は
じ
め
に

『
本
朝
文
粋
』
は
平
安
初
期
の
弘
仁
年
間
（
八
一
〇
～
八
二
三
）
か

ら
長
元
三
年
（
一
〇
三
〇
）
に
及
ぶ
約
二
百
年
間
の
詩
文
四
三
二
首
を

収
載
す
る
詩
文
集
で
あ
る
。
た
だ
し
詩
は
特
殊
な
形
式
の
作
品
を
例
示

す
る
少
数
の
作
（
二
八
首
）
で
、
書
名
が
示
す
と
お
り
、
文
章
が
中
心

で
あ
る
。

そ
の
文
章
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
体
が
あ
り
、
そ
の
三
十
八
種
を
、
文

体
ご
と
に
ま
と
め
て
十
四
巻
に
収
め
て
い
る
。
ま
た
作
者
は
六
十
七
人

に
及
び
、
四
七
首
が
入
集
す
る
大
江
匡
衡
か
ら
一
首
の
み
の
作
者
に
至

る
。

本
稿
で
は
こ
う
し
た
『
本
朝
文
粋
』
の
有
り
様
を
踏
ま
え
て
、
多
く

の
作
品
が
採
録
さ
れ
て
い
る
作
者
た
ち
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
文
人

で
あ
る
の
か
、
い
か
な
る
文
章
を
制
作
し
て
い
る
の
か
な
ど
の
視
点
か

ら
見
え
て
く
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一

『
本
朝
文
粋
』
に
入
集
す
る
作
者
六
十
七
人
を
作
品
数
の
多
い
順
に

あ
げ
る
と
、

大
江
匡
衡
―
四
七
首
、
大
江
朝
綱
―
四
五
首
、
菅
原
文
時
―
三
八
首
、

紀
長
谷
雄
―
三
七
首
、
菅
原
道
真
―
三
六
首
、
源
順
―
三
二
首
、
大

江
以
言
―
二
六
首
、
慶よ
し

滋し
げ
の

保や
す

胤た
ね

―
二
二
首
、
兼
明
親
王
（
源
兼
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明
）
―
一
九
首
、
紀
斉
名
―
一
二
首
、
都
良
香
―
一
一
首
（
以
下
省

略
）

と
な
る
が
、
兼
明
親
王
と
紀
斉
名
の
間
で
隔
た
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

の
で
、
こ
こ
で
区
切
り
、
大
江
匡
衡
か
ら
兼
明
親
王
ま
で
を
上
位
入
集

者
と
し
て
、
こ
れ
ら
九
人
の
作
品
を
文
体
ご
と
に
表
に
示
す
と
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

計

12
22
5
1
5
1
1
1
5
1
46
24
12
107
1
1
1
8
4
3
1
1
1
1
3
2
1
2
1
1
23
4

兼
明
親
王

1
3

1

1
3

1

2
1

1

1

1
2

1

19

慶
滋
保
胤

2
1

10

1
1

1
1
4
1
22

大
江
以
言

1

2

2
1
16

1
1

2

26

源　

順

1
8

3

18

1
1

32

菅
原
道
真

3
2

10

19

1
1

36

紀
長
谷
雄

3
9

1

3
15

3
1
1
1

37

菅
原
文
時

2

2

3

1
1
1
9
5
1
7

1
1
2

1
1
38

大
江
朝
綱

1

1

2

1

13
3
3
11

1

8
1
45

大
江
匡
衡

1

13
8
4
11

1

1

7
1
47

作者
文体

賦
雑詩
詔
勅書
勅答
位記
勅符
意見封事
対冊
論奏
表・辞状
奏状
書状
序
詞
行
讃
銘
記
牒
祝文
起請文
奉行文
禁制文
祭文
呪願文
表白文
発願文
知識文
廻文
願文
諷誦文

計

こ
こ
か
ら
何
が
読
み
取
れ
る
か
、
ど
の
よ
う
な
問
題
を
導
く
こ
と
が

で
き
る
の
か
。

一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
の
は
、
多
く
が
一
首
の
み
、
ま
た
一
桁
の

数
で
あ
る
な
か
で
、
多
数
の
作
品
が
収
載
さ
れ
る
文
体
が
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
序
―
一
〇
七
首
、
表
（
付
辞
状
）
―
四
六
首
、
奏
状
―
二
四
首
、

願
文
―
二
三
首
は
二
〇
首
以
上
が
あ
る
（
１
）。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
み
よ
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う
。こ

の
四
つ
の
文
体
が
多
数
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
は
、「
上
位
入
集

者
」
と
い
う
枠
を
外
し
て
も
同
じ
で
あ
り
、『
本
朝
文
粋
』
全
体
で
見

る
と
、
序
―
一
五
六
首
、
表
・
辞
状
―
四
六
首
、
奏
状
―
三
七
首
、
願

文
―
二
七
首
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
に
「
文
は
…
…
。
願
文
、
表
、
博

士
の
申
文
（
奏
状
）」、
ま
た
「
博
士
の
才
あ
る
は
め
で
た
し
と
い
ふ
も

お
ろ
か
な
り
。
…
…
。
願
文
、
表
、
も
の
の
序
な
ど
作
り
出
し
て
ほ
め

ら
る
る
も
、
い
と
め
で
た
し
」
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
当
時
の
状
況

を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
っ
た
（
２
）。

以
下
、
こ
の
四
文
体
に
つ
い
て
、
文
体
ご
と
に
具
体
的
に
見
て
い
こ

う
。ま

ず
表
を
取
り
上
げ
よ
う
。
次
の
作
品
が
採
録
さ
れ
て
い
る
）
3
（

。

賀
瑞

97　
　
　

菅

）
4
（

原
道
真　

朔
旦
冬
至
を
賀
す
る
表

摂
政
関
白
の
職
を
辞
す

98
・
99　

菅
原
道
真　

藤
原
基
経
の
摂
政
を
辞
す
る
第
一
・
第
二
表

100
～
102　

 

大
江
朝
綱　

 

藤
原
忠
平
の
摂
政
を
辞
す
る
第
一
・
第
二
・
第

三
表

103　
　
　

大
江
朝
綱　

藤
原
忠
平
の
摂
政
を
辞
す
る
表

104　
　
　

大
江
朝
綱　

藤
原
忠
平
の
摂
政
准
三
宮
を
辞
す
る
表

105　
　
　

大
江
朝
綱　

藤
原
忠
平
の
関
白
を
辞
す
る
表

106　
　
　

大
江
匡
衡　

藤
原
道
隆
の
関
白
を
辞
す
る
表

107　
　
　

大
江
匡
衡　

藤
原
道
隆
の
入
道
す
る
表

108
～
110　

大
江
匡
衡　

藤
原
道
長
の
内
覧
を
謝
す
る
表
三
首

太
政
大
臣
を
辞
す

111　
　
　

大
江
朝
綱　

藤
原
忠
平
の
太
政
大
臣
を
辞
す
る
第
三
表

112　
　
　

菅
原
文
時　

藤
原
実
頼
の
太
政
大
臣
を
辞
す
る
第
二
表

113　
　
　

菅
原
文
時　

藤
原
兼
通
の
職
を
辞
す
る
第
一
表

114
～
116　

 

大
江
匡
衡　

 

藤
原
兼
家
の
職
并
び
に
封
戸
准
三
宮
を
辞
す
る

第
二
・
第
三
・
第
四
表

左
右
大
臣
を
辞
す

117　
　
　

菅
原
道
真　

藤
原
基
経
の
右
大
臣
を
辞
す
る
第
一
表

118
～
120　

菅
原
道
真　

右
大
臣
を
辞
す
る
第
一
・
第
二
・
第
三
表

121
～
123　

 

大
江
朝
綱　

 

藤
原
実
頼
の
右
大
臣
を
辞
す
る
第
一
・
第
二
・

第
三
表

124　
　
　

菅
原
文
時　

藤
原
顕
忠
の
職
を
辞
す
る
第
一
表

125　
　
　

菅
原
文
時　

藤
原
師
尹
の
右
大
臣
を
辞
す
る
第
三
表

126　
　
　

菅
原
文
時　

源
雅
信
の
右
大
臣
を
辞
す
る
第
三
表
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127　
　
　

大
江
匡
衡　

藤
原
道
長
の
左
大
臣
并
び
に
章
奏
を
辞
す
る
表

128
・
129　

大
江
匡
衡　

藤
原
道
長
の
左
大
臣
を
辞
す
る
第
二
・
第
三
表

致
仕

130
・
131　

大
江
朝
綱　

藤
原
忠
平
の
致
仕
を
請
ふ
第
一
・
第
二
表

132　
　
　

菅
原
文
時　

藤
原
実
頼
の
致
仕
を
請
ふ
表

133　
　
　

菅
原
文
時　

藤
原
実
頼
の
身
を
乞
ふ
表

封
戸
を
辞
す

134　
　
　

菅
原
道
真　

封
戸
を
減
ぜ
む
と
請
ふ
表

135　
　
　

菅
原
文
時　

藤
原
師
輔
の
封
戸
を
減
ぜ
む
と
請
ふ
表

136　
　
　

大
江
匡
衡　

藤
原
兼
家
の
封
戸
并
び
に
准
三
宮
を
辞
す
る
表

随
身
を
返
す

137　
　
　

大
江
朝
綱　

藤
原
忠
平
の
随
身
を
返
す
表

女
官
を
辞
す

138　
　
　

菅
原
道
真　

源
全
姫
の
尚
侍
を
罷
め
む
と
請
ふ
表

以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
表
の
内
容
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
、
類
題
が

立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
。
賀
表
と
辞

表
で
あ
る
が
、
慶
事
を
祝
う
賀
表
は
最
初
の
一
首
の
み
で
、
以
下
は
す

べ
て
辞
表
で
あ
る
。
こ
れ
も
摂
政
関
白
、
太
政
大
臣
、
左
右
大
臣
と
い

う
身
分
で
分
け
ら
れ
、
そ
の
後
に
致
仕
（
退
官
）
が
あ
る
。
さ
ら
に
こ

れ
ら
の
身
分
に
伴
っ
て
付
与
さ
れ
た
封
戸
（
特
別
給
付
）、
随
身
と
い

っ
た
恩
典
の
辞
退
、
返
却
を
求
め
る
も
の
が
あ
り
、
最
後
に
女
官
（
尚

侍
）
の
例
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
臣
下
が
自
己
の

意
思
を
天
皇
に
上
奏
す
る
文
章
が
表
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
作
成
は
文

人
が
代
作
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
菅
原
道
真
の
118
～
120
及
び
134
は

右
大
臣
道
真
が
自
ら
の
た
め
に
書
い
た
作
で
あ
る
。

こ
の
表
が
四
二
首
入
集
す
る
が
、
作
者
は
わ
ず
か
に
四
人
で
あ
る
。

そ
れ
も
入
集
数
一
・
二
・
三
位
そ
し
て
五
位
の
大
江
匡
衡
、
大
江
朝
綱
、

菅
原
文
時
、
菅
原
道
真
で
あ
る
。
な
お
、
表
の
四
二
首
と
い
う
数
は

『
本
朝
文
粋
』
全
体
で
見
て
も
変
わ
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
表
の
作
者
は

こ
れ
ら
四
人
の
文
人
に
独
占
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
四
人
は
い
か
な
る
文

人
か
、
詳
し
く
説
く
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
道
真
が
平
安
朝
を
代
表

す
る
詩
人
文
人
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
大
江
朝
綱
（
八
八

六
～
九
五
七
）
と
菅
原
文
時
（
八
九
九
～
九
八
一
）
は
ほ
ぼ
時
代
を
同

じ
く
し
、
朱
雀
・
村
上
朝
の
詩
文
壇
を
牽
引
し
た
。
大
江
匡
衡
（
九
五

二
～
一
〇
一
二
）
は
一
条
朝
第
一
の
学
儒
で
あ
る
。

前
掲
の
一
覧
を
見
る
と
、
表
は
最
高
位
の
貴
族
の
進
退
に
関
し
て
の

意
思
表
示
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
が
、
そ
の
作
者
は
、
平
安
朝
の

儒
家
を
代
表
す
る
菅
原
・
大
江
二
氏
の
四
人
に
限
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
表
は
巻
五
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
「
辞
状
」
が

付
さ
れ
て
い
る
。
巻
五
の
目
録
に
「
表
下
附
辞
状
」
と
あ
る
。「
状
」
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で
あ
る
が
、
後
に
見
る
奏
状
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
辞
状
と
し

て
四
首
を
収
め
る
。

139　

兼
明
親
王　

職
（
中
務
卿
）
を
停
め
ら
れ
ん
と
請
ふ
状

140　

 

菅
原
文
時　

 

清
慎
公
（
藤
原
実
頼
）
の
為
の
左
近
衛
大
将
を
罷
め

ん
と
請
ふ
状

141　

 

大
江
匡
衡　

 
四
条
大
納
言
（
藤
原
公
任
）
の
為
の
中
納
言
左
衛
門

督
を
罷
め
ん
と
請
ふ
状

142　

菅
原
道
真　

蔵
人
頭
を
罷
め
ん
と
請
ふ
状

こ
れ
ら
も
官
職
を
辞
し
た
い
と
の
申
請
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
先
の

辞
表
と
同
じ
で
あ
る
。
で
は
何
が
表
と
状
を
分
け
て
い
る
か
と
い
え
ば
、

答
え
は
容
易
に
出
る
。
官
職
の
高
下
で
あ
る
。
大
臣
以
上
の
官
お
よ
び

こ
れ
に
付
随
す
る
恩
典
に
関
し
て
は
辞
表
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
以
下
の

官
職
の
場
合
は
辞
状
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
『
本
朝
文
粋
』
に
お

け
る
分
類
基
準
で
あ
る
よ
う
で
、
時
代
を
遡
っ
た
詩
文
集
は
こ
れ
に
一

致
し
な
い
。
そ
れ
を
都
良
香
（
八
三
四
～
八
七
九
）
の
『
都
氏
文
集
』、

菅
原
道
真
（
八
四
五
～
九
〇
三
）
の
『
菅
家
文
草
』
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

『
都
氏
文
集
』
は
六
巻
の
う
ち
、
半
分
の
三
巻
を
残
す
だ
け
で
あ
る

が
、
幸
い
に
巻
三
に
表
が
残
り
、
一
〇
首
を
採
録
す
る
。
そ
の
な
か
に

次
の
二
首
が
あ
る
。

源
大
納
言
（
源
多ま
さ
る）

の
為
の
陸
奥
出
羽
按
察
使
を
譲
る
第
一
表

主
殿
頭
当た
い
ま麻
大
夫
の
為
の
致
仕
を
請
ふ
表

前
者
は
「
譲
る
」
と
あ
る
が
、
本
文
に
は
「
伏
し
て
願
は
く
は
陛
下

遠
慮
の
心
を
留
め
て
、
微
臣
が
遥
領
の
職
を
罷
め
し
め
ん
こ
と
を
」
と

あ
り
、
辞
職
で
あ
る
。
主
体
が
大
納
言
で
あ
る
こ
と
は
『
本
朝
文
粋
』

の
141
の
作
と
同
じ
で
あ
る
。
後
者
の
「
当
麻
大
夫
」
は
当
麻
鴨
継
で
、

『
三
代
実
録
』
貞
観
十
五
年
（
八
七
三
）
三
月
八
日
条
に
「
従
四
位
下

行
主
殿
頭
兼
伊
予
権
守
当
麻
真
人
鴨
継
卒
」
と
あ
る
。
こ
の
表
は
致
仕

を
乞
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
没
時
に
近
い
時
の
作
と
考
え
ら

れ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
都
氏
文
集
』
に
は
大
納
言
、
ま
た
こ
れ
よ
り
遥
か
に

低
い
従
四
位
下
主
殿
頭
と
い
う
身
分
の
人
物
が
奏
上
し
た
表
が
あ
る
。

『
菅
家
文
草
』
も
同
様
で
あ
る
。
巻
十
に
二
三
首
の
表
が
あ
る
が
、

な
か
に
、

610　

藤
）
5
（

大
納
言
（
氏
宗
）
の
為
の
右
近
衛
大
将
を
辞
す
る
表

614　

 

大
学
助
教
善
淵
朝
臣
永
貞
の
為
の
官
を
解
き
て
母
に
侍
せ
ん
と
請

ふ
表

が
あ
る
。『
都
氏
文
集
』
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。

『
本
朝
文
粋
』
で
は
大
臣
以
上
の
官
職
に
関
し
て
は
表
、
そ
れ
以
下

の
官
職
に
つ
い
て
は
状
と
い
う
基
準
で
作
品
を
収
め
て
い
る
が
、
早
く
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に
は
こ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

次
は
詩
序
）
6
（

を
考
え
る
。
詩
序
は
『
本
朝
文
粋
』
全
体
で
見
て
も
、
最

も
多
い
一
三
九
首
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
数
字
が
示
す
よ
う
に
、

詩
序
は
平
安
朝
の
貴
族
社
会
に
お
い
て
最
も
身
近
な
漢
文
の
文
章
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
詩
宴
に
お
い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

大
は
天
皇
が
主
宰
し
、
皇
親
、
貴
族
、
文
人
ら
数
十
人
が
集
う
も
の
か

ら
、
小
は
親
し
い
者
数
人
に
よ
る
雅
会
ま
で
、
多
様
で
あ
る
が
、
い
ず

れ
も
複
数
の
詩
篇
に
冠
す
る
も
の
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
文

献
に
散
見
す
る
「
都
序
」
の
語
は
こ
れ
を
示
し
て
い
る
）
7
（

。
都
は
〈
す
べ

て
〉
の
意
で
あ
る
。
個
人
の
一
首
の
み
に
付
さ
れ
た
序
は
き
わ
め
て
少

な
い
）
8
（

。
詩
序
の
作
品
数
は
一
三
九
首
で
あ
る
が
、
作
者
は
三
十
人
に
及
ぶ
。

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
多
い
順
に
、

一
九
首
―
菅
原
道
真

一
七
首
―
源　

順

一
六
首
―
大
江
以
言

一
三
首
―
紀
長
谷
雄

一
一
首
―
大
江
朝
綱

一
〇
首
―
大
江
匡
衡
・
慶
滋
保
胤

六
首
―
紀
斉
名
・
菅
原
文
時

三
首
―
橘
正
通
・
藤
原
篤
茂
・
都
良
香

二
首
―
小
野
篁
・
紀
在
昌
・
高
階
積
善
・
三
善
清
行

一
首
― 

大
江
澄
明
・
小
野
美
材
・
嶋
田
忠
臣
・
菅
原
雅
規
・
菅
原

淳
茂
・
菅
原
是
善
・
菅
原
輔
昭
・
高
丘
相
如
・
橘
広
相
・

藤
原
雅
材
・
藤
原
惟
成
・
源
英
明
・
源
相
規
・
都
在
中

（
十
四
人
）

で
あ
る
。

こ
の
数
字
か
ら
、
ま
ず
思
う
こ
と
は
、
作
者
の
多
さ
で
あ
る
。
先
の

表
と
対
比
す
る
と
、
い
っ
そ
う
際
立
っ
て
く
る
。
表
は
四
二
首
を
菅

原
・
大
江
氏
の
四
人
の
み
で
制
作
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
詩
序
の

作
者
は
見
る
よ
う
に
多
く
の
氏
族
（
大
江
・
小
野
・
紀
・
嶋
田
・
菅

原
・
高
丘
・
高
階
・
橘
・
藤
原
・
源
・
都
・
三
善
・
慶
滋
）
に
亙
っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
作
者
に
関
し
て
は
、
表
は
極
め
て
閉
ざ
さ
れ
た
文

体
で
あ
り
、
詩
序
は
開
か
れ
た
文
体
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
で

両
者
は
対
蹠
的
な
文
章
で
あ
っ
た
。

多
く
の
作
品
が
選
ば
れ
て
い
る
作
者
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
全
体

の
上
位
入
集
者
と
照
応
し
て
い
る
が
（
菅
原
文
時
ま
で
）、
ひ
と
り
兼

明
親
王
に
は
作
が
な
い
。
詩
序
の
作
者
は
広
範
囲
に
及
ぶ
だ
け
に
目
に

付
く
。
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最
も
多
い
の
は
菅
原
道
真
で
あ
る
が
、
道
真
に
は
周
知
の
よ
う
に
詩

文
集
『
菅
家
文
草
』
が
あ
り
、『
本
朝
文
粋
』
所
収
作
の
典
拠
と
見
る

こ
と
が
出
来
る
が
、
こ
こ
で
『
菅
家
文
草
』
の
内
容
を
概
観
し
、『
本

朝
文
粋
』
と
対
照
し
て
み
よ
う
。『
菅
家
文
草
』
は
十
二
巻
か
ら
成
る

が
、
前
半
の
六
巻
は
詩
を
収
め
て
お
り
、
こ
こ
で
必
要
な
の
は
後
半
の

六
巻
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
成
で
あ
る
。
数
字
は
作
品
数
。

巻
七　
　

 

賦
（
４
）、
銘
（
３
）、
賛
（
12
）、
祭
文
（
２
）、
記

（
３
）、
序
（
22
）、
書
序
（
５
）、
議
（
２
）

巻
八　
　

 

策
問
（
８
）、
対
策
（
２
）、
詔
勅
（
９
）、
太
上
天
皇
贈

答
天
子
文
（
６
）

巻
九　
　

奏
状
（
27
）

巻
十　
　

表
状
（
23
）、
牒
状
（
３
）

巻
十
一　

願
文
（
17
）

巻
十
二　

願
文
（
16
）、
呪
願
文
（
５
）

傍
線
を
付
し
た
二
つ
、「
議
」
と
「
太
上
天
皇
の
天
子
に
贈
答
す
る

文
」
は
『
本
朝
文
粋
』
に
は
な
い
文
体
で
あ
る
が
、
他
の
十
五
種
は

『
本
朝
文
粋
』
と
共
通
し
て
い
る
。
ま
ず
文
体
ご
と
の
作
品
数
を
見
る

と
、
多
い
順
に
願
文
（
33
）、
奏
状
（
27
）、
表
（
23
）、
序
（
22
）
と

な
る
。
こ
れ
は
順
序
は
相
違
す
る
も
の
の
本
論
が
対
象
と
し
て
い
る
四

文
体
と
一
致
す
る
。

さ
て
、
序
（
詩
序
）
は
二
二
首
で
あ
る
が
、
一
首
（「
未
ㇾ
旦
求
ㇾ
衣
賦

并
霜
菊
詩
序
」）
は
賦
と
詩
と
両
者
の
序
と
い
う
変
則
的
な
も
の
で
あ
る

の
で
、
こ
れ
を
除
い
た
詩
序
は
二
一
首
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
九
首

が
『
本
朝
文
粋
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
道
真
の
詩
序
は

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
『
本
朝
文
粋
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
願
文
を
見
る
。
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

神
祠
修
善

400　

慶
滋
保
胤　

菅
丞
相
の
廟
に
賽む
く

ゆ
る
願
文　

寛
和
二
年（
九
八
六
）

401　

 

大
江
匡
衡　

 

尾
張
熱
田
社
に
大
般
若
経
を
供
養
す
る
願
文　

寛
弘

元
年
（
一
〇
〇
四
）

供
養
塔
寺

402　

 

大
江
維
時　

 

村
上
天
皇
の
雲
林
院
の
塔
を
供
養
す
る
願
文　

応
和

三
年
（
九
六
三
）

403　

 

大
江
匡
衡　

 

藤
原
道
長
の
浄
妙
寺
を
供
養
す
る
願
文　

寛
弘
二
年

（
一
〇
〇
五
）

404　
 

大
江
匡
衡　

 

藤
原
道
長
の
浄
妙
寺
の
塔
を
供
養
す
る
願
文　

寛
弘

四
年
（
一
〇
〇
七
）

405　

 
大
江
匡
衡　

 

真
救
の
卒
塔
婆
を
供
養
す
る
願
文　

永
延
三
年
（
九

八
九
）
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雑
修
善

406　

 
大
江
維
時　

 

朱
雀
院
の
八
講
を
修
せ
ら
る
る
願
文　

天
慶
十
年

（
九
四
七
）

407　

 

大
江
朝
綱　

 
朱
雀
院
の
賊
を
平
ら
げ
し
後
に
法
会
を
修
せ
ら
る
る

願
文　

天
慶
十
年

408　

兼
明
親
王　

自
筆
法
華
経
を
供
養
す
る
願
文　

貞
元
元
年（
九
七
六
）

409　

 

三
善
道
統　

 

空
也
の
金
字
大
般
若
経
を
供
養
す
る
願
文　

応
和
三

年
（
九
六
三
）

410　

大
江
匡
衡　

仁
康
の
五
時
講
を
修
す
る
願
文　

正
暦
二
年（
九
九
一
）

411　

 

慶
滋
保
胤　

 

奝
然
入
唐
の
時
、
母
の
為
に
善
を
修
す
る
願
文　

天

元
五
年
（
九
八
二
）

追
善

412　

大
江
朝
綱　

陽
成
院
四
十
九
日
願
文　

天
暦
三
年
（
九
四
九
）

413　

大
江
朝
綱　

朱
雀
院
四
十
九
日
願
文　

天
暦
六
年
（
九
五
二
）

414　

大
江
朝
綱　

朱
雀
院
周
忌
願
文　

天
暦
七
年
（
九
五
三
）

415　

菅
原
輔
正　

円
融
院
四
十
九
日
願
文　

正
暦
二
年
（
九
九
一
）

416　

大
江
以
言　

花
山
院
四
十
九
日
願
文　

寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）

417　

大
江
匡
衡　

一
条
院
四
十
九
日
願
文　

寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）

418　

大
江
朝
綱　

村
上
天
皇
母
后
四
十
九
日
願
文　

天
暦
八
年（
九
五
四
）

419　

慶
滋
保
胤　

尊
子
内
親
王
四
十
九
日
願
文　

寛
和
元
年（
九
八
五
）

420　

 

大
江
朝
綱　

 

左
大
臣
息
女
女
御
四
十
九
日
願
文　

天
暦
元
年
（
九

四
七
）

421　

 

慶
滋
保
胤　

 

大
納
言
息
女
女
御
四
十
九
日
願
文　

寛
和
元
年
（
九

八
五
）

422　

 

菅
原
文
時　

 

藤
原
伊
尹
報
恩
（
亡
父
母
）
修
善
願
文　

天
禄
二
年

（
九
七
一
）

423　

 

大
江
朝
綱　

 

重
明
親
王
亡
妻
四
十
九
日
願
文　

天
慶
八
年
（
九
四

五
）

424　

大
江
朝
綱　

亡
息
四
十
九
日
願
文　

天
暦
四
年
（
九
五
〇
）

425　

大
江
匡
衡　

源
宣
方
四
十
九
日
願
文　

長
徳
四
年
（
九
九
八
）

426　

大
江
以
言　

覚
運
僧
都
四
十
九
日
願
文　

寛
弘
四
年（
一
〇
〇
七
）

内
容
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。「
神
祠
修
善
」「
供
養
塔
寺
」
は

類
題
に
明
ら
か
で
あ
る
。「
雑
修
善
」
に
は
法
会
、
経
典
の
供
養
、
仏

事
な
ど
に
お
け
る
作
を
収
め
る
。
願
文
の
語
か
ら
直
ち
に
連
想
す
る
内

容
を
持
つ
の
が
「
追
善
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
排
列
さ
れ

て
い
る
。
一
首
（
422
）
を
除
い
て
は
四
十
九
日
と
周
忌
（
414
）
に
お
け

る
作
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
天
皇
、
母
后
、
内
親
王
、
女
御
と
対
象
者

の
身
分
の
順
に
置
き
、
422
以
下
は
願
主
と
追
善
の
対
象
者
の
関
係
に
よ

っ
て
亡
父
母
、
亡
妻
、
亡
息
の
た
め
の
作
、
さ
ら
に
妻
の
夫
を
悼
む
作

を
配
し
、
最
後
に
僧
侶
の
た
め
の
作
を
置
く
。
こ
の
よ
う
に
願
文
の
分



42

類
排
列
は
そ
の
目
的
、
場
、
願
主
、
修
善
の
対
象
な
ど
の
多
様
性
を
示

す
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。

作
者
に
目
を
向
け
る
と
、
二
つ
の
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
ず
、
本

稿
が
対
象
と
し
て
い
る
上
位
入
集
者
九
人
の
う
ち
、
紀
長
谷
雄
、
菅
原

道
真
、
源
順
の
作
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
も
う
一
つ
は
追
善
願
文
の
う

ち
、
天
皇
を
悼
む
作
は
す
べ
て
大
江
氏
か
菅
原
氏
の
文
人
が
執
筆
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
後
者
は
先
に
見
た
表
の
作
者
と
同
一
の
事
実
で
あ

る
。
こ
れ
は
や
は
り
意
図
さ
れ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

前
者
の
道
真
ら
三
人
の
作
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
関
連

す
る
こ
と
と
し
て
各
作
品
の
制
作
時
に
注
目
し
た
い
。
た
め
に
前
掲
の

一
覧
に
こ
れ
を
記
し
た
が
、
制
作
時
が
最
も
早
い
の
は
423
の
天
慶
八
年

（
九
四
五
）
で
あ
る
。
朱
雀
朝
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
宇
多
朝
や
醍

醐
朝
の
願
文
は
採
録
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
願
文
が

書
か
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
も
と
よ
り
な
い
。

直
ち
に
想
起
さ
れ
る
の
は
『
菅
家
文
草
』
で
あ
る
。
先
に
示
し
た
が

『
菅
家
文
草
』
に
は
三
三
首
の
願
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
文
体
ご
と
の
作

品
数
と
し
て
は
詩
序
よ
り
多
く
、
集
中
最
も
多
い
。
ま
た
同
時
代
の
紀

長
谷
雄
に
も
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
『
作
文
大
体
』『
言
泉
集
』（
大
谷
大

学
本
）、
叡
山
文
庫
蔵
『
類
句
集
』
に
一
部
が
残
り
、
願
文
を
制
作
し

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
が
対
象
と
な
っ
て
い
れ
ば
、
宇

多
・
醍
醐
朝
の
作
品
も
入
集
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
道
真
に
つ
い
て

は
、
詩
序
は
『
菅
家
文
草
』
の
二
二
首
の
う
ち
一
九
首
も
が
採
録
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
る
と
、
願
文
は
な
ぜ
一
首
も
採
ら

れ
て
い
な
い
の
か
と
の
思
い
が
生
じ
る
。

も
う
一
つ
の
こ
と
が
あ
る
。『
菅
家
文
草
』
の
願
文
に
は
『
本
朝
文

粋
』
に
は
な
い
内
容
の
作
品
が
あ
る
が
、
な
か
で
注
目
し
た
い
の
は
慶

祝
の
願
文
で
あ
る
。
願
文
は
亡
者
追
悼
の
文
章
と
考
え
て
し
ま
う
常
識

と
は
対
蹠
的
な
願
文
で
あ
る
。
し
か
も
五
首
（
あ
る
い
は
六
首
）
が
あ

る
。
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

636　

刑お
さ

部か
べ

福
主
の
為
の
四
十
賀
の
願
文

643　

 

温
明
殿
の
女
御
（
源
厳
子
）
の
為
の
尚
侍
殿
下
（
源
全
姫
）
の
六

十
算
を
賀
し
功
徳
を
修
し
奉
る
願
文

648　

 

南
中
納
言
（
南
淵
年
名
）
の
為
の
右
丞
相
（
藤
原
基
経
）
の
四
十

年
を
賀
し
奉
る
法
会
の
願
文

658　

 

木
工
允
平
遂
良
の
先
考
の
為
に
功
徳
を
修
し
兼
ね
て
慈
母
の
六
十

齢
を
賀
す
る
願
文

662　

宮み
や

道じ

友
兄
の
為
の
母
氏
の
五
十
齢
を
賀
す
る
願
文

665　
 

中
宮
（
班
子
女
王
）
の
令
旨
を
奉
り
て
第
一
公
主
（
忠
子
内
親

王
）
の
為
に
四
十
齢
を
賀
す
る
願
文

い
ず
れ
も
四
十
に
始
ま
り
十
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
算
賀
の
た
め
の
作
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で
あ
る
。
な
お
、
658
は
父
の
追
善
と
母
の
賀
を
祝
う
こ
と
を
併
せ
述
べ

た
特
異
な
作
品
で
あ
る
。

先
に
見
た
よ
う
に
『
本
朝
文
粋
』
は
い
ろ
い
ろ
な
場
合
に
制
作
さ
れ

た
願
文
を
例
示
し
て
、
そ
の
世
界
の
拡
が
り
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
意
図
に
即
し
て
言
え
ば
、
慶
祝
の
場
の
た
め
に
作
ら
れ
た
作

も
あ
っ
て
よ
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
な
い
も
の
ね
だ
り
を
言
う
の
は
、

『
本
朝
文
粋
』
を
承
け
て
編
纂
さ
れ
た
『
本
朝
続
文
粋
』
に
は
、『
文

粋
』
の
至
ら
ざ
る
を
補
う
か
の
よ
う
に
祝
賀
の
願
文
「
堀
河
左
大
臣

（
源
俊
房
）
七
十
賀
願
文
」（
巻
十
二
、
大
江
匡
房
）
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。奏

状
奏
状
は
臣
下
が
意
見
を
申
し
述
べ
る
、
ま
た
事
を
請
願
す
る
文
章
で

あ
る
。『
本
朝
文
粋
』
で
は
巻
五
～
七
に
亙
っ
て
三
七
首
を
採
録
す
る

が
、
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

学
館
を
建
つ 

一
首

仏
事 

五
首

官
爵
を
申
す 

二
一
首

譲
爵
を
申
す 

二
首

学
問
料
を
申
す 

三
首

左
降
人
の
帰
京
を
請
ふ 

一
首

省
試
詩
論 

四
首

「
学
館
を
建
つ
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。「
譲
爵
」
は
自
身
の
位
階

を
停
め
て
代
わ
り
に
父
や
子
の
位
階
を
上
げ
る
こ
と
を
請
う
。「
省
試

詩
論
」
は
大
学
寮
に
お
け
る
文
章
生
試
験
の
結
果
を
め
ぐ
る
争
論
で
あ

る
。数

字
が
示
す
よ
う
に
「
官
爵
を
申
す
」、
官
職
へ
の
補
任
、
位
階
の

昇
叙
を
請
う
『
枕
草
子
』
に
い
う
「
博
士
の
申
文
」
が
中
心
と
な
る
。

作
者
は
十
六
人
に
亙
る
が
、
作
品
数
の
多
い
順
に
挙
げ
る
と
、
次
の

よ
う
に
な
る
。

八
首　

大
江
匡
衡

五
首　

菅
原
文
時

三
首　

大
江
朝
綱
・
兼
明
親
王
・
源
順
・
紀
斉
名

二
首　

大
江
以
言
・
平
兼
盛

一
首　

 

菅
原
倫
寧
・
高
丘
五
常
・
高
階
成
忠
・
橘
直
幹
・
藤
原
篤

茂
・
文
室
如
正
・
源
為
憲
・
三
善
道
統

大
江
匡
衡
か
ら
源
順
ま
で
は
本
稿
が
主
題
と
し
て
い
る
上
位
九
人
に

入
る
。
大
江
以
言
も
そ
の
一
人
で
あ
る
が
、
残
る
三
人
の
名
が
な
い
。

そ
れ
は
紀
長
谷
雄
、
菅
原
道
真
、
慶
滋
保
胤
で
あ
る
。
長
谷
雄
、
道
真

は
宇
多
・
醍
醐
朝
文
壇
の
中
心
人
物
で
あ
る
。
そ
の
作
品
が
採
ら
れ
て
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い
な
い
。
先
に
願
文
に
つ
い
て
見
た
の
と
同
じ
事
象
で
あ
る
。
そ
こ
で

願
文
と
同
じ
よ
う
に
作
品
の
制
作
時
を
確
か
め
て
み
よ
う
。

奏
状
は
文
章
と
し
て
の
性
格
上
、
制
作
（
奏
上
）
の
年
月
日
が
明
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
欠
く
も
の
が
四
首
あ
る
が
、
う
ち
三
首
は
前
後

の
作
か
ら
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
見
て
み
る
と
、

最
も
早
い
の
は
醍
醐
朝
の
延
長
三
年
（
九
二
五
）
三
月
十
五
日
の
大
江

朝
綱
の
149
「
温
職
を
申
す
状
」
で
あ
り
、
最
も
遅
れ
る
の
は
一
条
朝
の

寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
正
月
十
五
日
の
大
江
匡
衡
の
163
「
美
濃
守
を

申
す
状
」
で
あ
る
。
併
せ
て
記
し
て
お
く
と
、
醍
醐
朝
（
八
九
七
～
九

三
〇
）
の
作
一
首
、
村
上
朝
（
九
四
六
～
九
六
七
）
の
作
一
〇
首
、
円

融
朝
（
九
六
九
～
九
八
四
）
の
作
九
首
、
一
条
朝
（
九
八
六
～
一
〇
一

一
）
の
作
一
六
首
と
な
る
。

こ
こ
で
日
付
を
欠
く
残
る
一
首
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
学
館

を
建
つ
」
に
分
類
さ
れ
た
高
丘
五
常
の
143
「
在
納
言
の
為
の
奨
学
院
を

建
立
す
る
状
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
納
言
在
原
行
平
が
、
自
ら
が
属
す

る
在
原
氏
お
よ
び
源
氏
、
平
氏
な
ど
皇
統
氏
族
の
学
生
の
た
め
に
、
大

学
寮
に
付
属
す
る
別
曹
、
奨
学
院
の
設
立
を
願
い
出
た
文
章
で
あ
る
。

歴
史
史
料
を
勘
案
す
る
と
、
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
の
作
と
考
え
ら
れ

る
）
9
（

。
す
な
わ
ち
、
一
気
に
四
十
数
年
を
遡
っ
て
唯
一
の
九
世
紀
の
作
と

な
る
。

奏
状
の
時
代
的
分
布
は
右
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
菅
原
道
真
の
作
は

な
い
。
こ
の
こ
と
を
言
う
の
は
『
菅
家
文
草
』
に
作
品
数
と
し
て
願
文

に
次
ぐ
二
七
首
の
奏
状
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
の
願

文
の
場
合
と
同
じ
こ
と
が
奏
状
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
付

言
し
て
お
く
と
、
表
に
関
し
て
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。『
菅
家

文
草
』
所
収
の
二
三
首
の
う
ち
六
首
が
『
本
朝
文
粋
』
に
入
集
す
る
。

『
本
朝
文
粋
』
に
お
け
る
主
要
な
四
つ
の
文
体
―
詩
序
、
表
、
奏
状
、

願
文
の
上
位
入
集
者
九
人
の
作
品
数
に
注
目
す
る
こ
と
か
ら
、
以
下
の

こ
と
が
見
え
て
く
る
。

表
は
四
二
首
が
収
載
さ
れ
る
が
、
作
者
は
大
江
・
菅
原
両
家
の
四
人

に
限
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
『
本
朝
文
粋
』
全
体
に
拡
げ
て
み
て
も
同
じ

で
あ
る
。
表
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
文
人
が
制
作
す
る
文
章
で
あ
っ
た
。

な
お
、
願
文
の
う
ち
、
天
皇
に
関
す
る
作
も
同
様
で
あ
る
。

詩
序
は
最
も
多
い
一
〇
七
首
が
収
載
さ
れ
る
が
、
八
人
が
執
筆
し
て

い
る
。『
本
朝
文
粋
』
全
体
で
見
る
と
、
作
品
数
は
一
三
九
首
で
、
三

二
首
が
増
え
る
の
に
対
し
、
作
者
は
三
十
人
と
四
倍
近
く
に
大
き
く
増

大
す
る
。
す
な
わ
ち
詩
序
は
広
く
多
く
の
文
人
に
開
か
れ
た
文
章
で
あ

っ
た
。
こ
の
点
で
、
表
と
は
対
蹠
的
で
あ
る
。

願
文
で
目
に
付
く
こ
と
は
、
菅
原
道
真
、
紀
長
谷
雄
、
源
順
の
作
が

採
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
道
真
に
つ
い
て
は
『
菅
家
文
草
』
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と
見
比
べ
る
こ
と
が
で
き
る
が
。『
菅
家
文
草
』
に
は
文
体
別
で
は
最

も
多
い
三
三
首
が
あ
る
。
詩
序
は
二
二
首
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
う
ち
一
九
首
が
『
本
朝
文
粋
』
に
収
載
さ
れ
て
い
て
、
作
者
別
で
は

第
一
位
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
だ
け
に
願
文
が
全
く
採
録
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
目
に
付
く
が
、『
本
朝
文
粋
』
収
載
の
願
文
は
天
慶
八
年

（
九
四
五
）
の
作
が
最
も
早
く
、
そ
れ
以
降
の
作
品
を
収
め
る
。
た
め

に
菅
原
道
真
ま
た
紀
長
谷
雄
の
作
は
存
在
し
な
い
わ
け
で
あ
る
。

順
に
つ
い
て
は
広
く
史
資
料
を
見
渡
し
て
も
、
残
る
の
は
『
朝
野
群

載
』
巻
二
所
収
の
一
首
）
（1
（

と
『
多
武
峯
略
記
』
の
天
禄
三
年
（
九
七
二
）

三
月
に
藤
原
伊
尹
が
多
武
峯
講
堂
の
供
養
を
行
っ
た
折
に
そ
の
願
文
を

作
っ
た
と
い
う
記
録
）
（（
（

だ
け
で
あ
る
。
順
は
願
文
を
執
筆
す
る
こ
と
は
少

な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
次
節
で
見
る
旺
盛
な
詩
序
の
制
作
活
動

と
は
対
蹠
的
で
あ
る
。

奏
状
に
つ
い
て
も
菅
原
道
真
、
紀
長
谷
雄
ま
た
慶
滋
保
胤
の
作
が
な

い
。
所
収
の
奏
状
の
制
作
年
次
を
確
か
め
る
と
、
二
三
首
中
、
二
一
首

は
村
上
朝
以
降
の
作
で
あ
る
。『
本
朝
文
粋
』
編
纂
時
に
近
い
年
代
の

作
品
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
道
真
、
長
谷
雄
の
作
の
入
集
が
な
い
の
は
、

こ
の
事
情
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
願
文
の
場
合
と
類
似
す
る
。

二

個
別
の
問
題
と
し
て
、
源
順
の
詩
序
に
つ
い
て
考
え
る
。

順
は
全
体
で
は
三
二
首
が
入
集
し
、
六
位
と
な
る
が
、
詩
序
は
道
真

に
次
ぐ
一
七
首
が
採
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
詩
序
の
比
率
が
高
い
と

い
え
る
が
、
ま
た
内
容
の
面
で
も
一
つ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

一
七
首
の
表
題
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

204　

 

第
七
親
王
の
読
書
閣
に
陪は
べ

り
て
「
弓
勢
は
月
の
初
三
」
を
賦
す
詩

の
序

218　

奨
学
院
に
「
春
は
生
ず
霄
色
の
中
」
を
賦
す
詩
の
序

221　

 

後
三
月
、
都
督
大
王
の
華
亭
に
陪
り
て
「
今
年
は
又
春
有
り
」
を

賦
す
詩
の
序

226　

九
月
尽
日
、
仏
性
院
に
秋
を
惜
し
む
詩
の
序

229　

淳
和
院
に
遊
び
て
「
波
は
水
中
の
山
を
動
か
す
」
を
賦
す
詩
の
序

231　

貞
上
人
の
禅
房
に
過
ぎ
り
て
庭
前
の
水
石
を
翫
ぶ
詩
の
叙

259　

右
親
衛
源
将
軍
の
初
め
て
論
語
を
読
む
に
陪
る
詩
の
序

271　

禄
綿
を
賀
す
る
詩
の
序

296　

西
宮
の
池
亭
に
「
花
開
き
て
已
に
樹
を
匝め

ぐ

る
」
を
賦
す
詩
の
序

301　

浄
闍
梨
の
洞
房
に
「
花
光
水
上
に
浮
か
ぶ
」
を
賦
す
詩
の
序
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302　

白
河
院
に
遊
び
て
「
花
影
春
池
に
浮
か
ぶ
」
を
賦
す
詩
の
序

307　
 

上
州
大
王
の
池
亭
に
陪
り
て
「
水
を
渡
り
て
落
花
来
た
る
」
を
賦

す
詩
の
序

311　

棲
霞
寺
に
「
霜
葉
林
に
満
ち
て
紅
な
り
」
を
賦
す
詩
の
序

312　

源
才
子
の
文
亭
に
過
ぎ
り
て
紅
葉
を
賦
す
詩
の
序

314　

神
泉
苑
に
「
葉
下お

ち
て
風
枝
疎
ら
な
り
」
を
賦
す
詩
の
序

322　

五
覚
院
に
遊
び
て「
紫
藤
花
落
ち
て
鳥
関
関
た
り
」を
賦
す
詩
の
序

323　

白
河
院
に
遊
び
て
「
秋
花
露
を
逐
ひ
て
開
く
」
を
賦
す
詩
の
序

こ
れ
ら
の
作
品
の
う
ち
、
詩
宴
の
場
、
そ
の
主
宰
者
な
ど
を
明
ら
か

に
で
き
る
も
の
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

204　

第
七
親
王
邸
詩
序

「
第
七
親
王
」
は
村
上
天
皇
の
皇
子
、
具
平
親
王
で
あ
る
。
そ
の
書

斎
で
侍
読
の
宮
内
丞
橘
正
通
、
近
江
掾
慶
滋
保
胤
ら
と
行
っ
た
詩
会
の

序
。
制
作
時
は
保
胤
の
官
職
か
ら
、
円
融
朝
の
貞
元
二
年
（
九
七
七
）

頃
と
考
え
ら
れ
る
）
（1
（

。

218　

奨
学
院
詩
序

奨
学
院
は
皇
統
で
あ
る
王
や
源
氏
、
平
氏
、
在
原
氏
な
ど
の
賜
姓
氏

族
の
子
弟
の
修
学
を
援
助
す
る
た
め
の
大
学
寮
付
属
の
別
曹
で
あ
る
。

前
節
で
触
れ
た
、
高
丘
五
常
「
在
納
言
の
為
の
奨
学
院
を
建
立
す
る

状
」（
巻
五
・
143
）
は
当
院
の
設
立
に
際
し
て
そ
の
目
的
を
述
べ
た
奏

状
で
あ
る
。
在
納
言
は
中
納
言
在
原
行
平
。
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）、

平
城
天
皇
皇
子
、
阿
保
親
王
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
天
長
三
年

（
八
二
六
）
兄
弟
と
共
に
臣
籍
に
降
り
在
原
の
姓
を
賜
っ
た
。
行
平
は

元
慶
五
年
（
八
八
一
）、
既
設
の
藤
原
氏
の
勧
学
院
の
例
に
倣
っ
て
、

私
邸
に
奨
学
院
を
建
設
し
、
仁
和
四
年
（
八
八
八
）
に
至
っ
て
、
こ
れ

を
別
曹
と
す
る
こ
と
を
申
請
し
、
昌
泰
三
年
（
九
〇
〇
）
に
認
可
さ
れ

て
い
る
）
（1
（

。
順
も
当
然
の
こ
と
と
し
て
奨
学
院
に
在
籍
し
て
学
ん
だ
。
229

の
淳
和
院
詩
宴
の
序
に
「
奨
学
院
の
鯫そ
う

生せ
い

源
順
」
と
称
し
て
い
る
。

こ
の
奨
学
院
詩
序
は
次
の
よ
う
に
筆
を
起
こ
す
。

夫
れ
時
は
青
帝
の
上
月
に
属
し
、
候
は
紫し

姑こ

の
後
朝
を
迎
ふ
。
風

煙
惟
れ
新
た
に
、
宴
会
旧
に
仍よ

る
。
座
に
満
つ
る
者
は
天
枝
帝
葉
、

一
に
庸
流
に
非
ず
。
智
を
闘
は
す
者
は
琢
玉
練
金
、
皆
是
れ
偉
器

な
り
。
道
の
光
華
、
斯こ
こ

に
在
ら
ず
や
。

時
は
正
月
十
六
日
、
こ
こ
に
会
す
る
の
は
皇
統
に
連
な
る
人
々
。
切
磋

琢
磨
の
練
達
の
士
が
詩
を
競
い
合
う
と
い
う
。

221　

都
督
大
王
邸
詩
序

表
題
に
「
後
三
月
、
都
督
大
王
の
華
亭
に
陪
り
」
と
あ
る
。「
後
三

月
」
は
閏
三
月
を
い
う
が
、
本
文
に
は
「
時
に
聖
暦
元
を
改
め
、
老
春

閏
を
得
た
り
」
と
あ
る
。
順
の
生
存
時
（
九
一
一
～
九
八
三
）
に
あ
っ

て
改
元
が
行
わ
れ
、
か
つ
閏
三
月
が
あ
っ
た
年
は
応
和
元
年
（
九
六
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一
）
に
限
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
時
、
都
督
大
王
す
な
わ
ち
大
宰
帥

の
官
に
在
っ
た
親
王
は
章
明
親
王
で
あ
る
。
章
明
は
醍
醐
天
皇
の
第
十

三
皇
子
で
あ
る
。
本
文
に
、

洛
城
の
以
東
に
、
一
つ
の
勝
地
有
り
。
都
督
大
王
の
深
宮
な
り
。

大
王
は
才
華
清
英
に
し
て
、
徳
宇
凝ぎ
ょ
う

邃す
い

な
り
。
漢
の
景
帝
の
十

有
三
子
、
最
弟
其
の
名
を
忝
な
く
す
る
を
謝は

ぢ
、
梁
の
孝
王
の
曲

観
平
台
、
誰
人
か
其
の
学
を
好
む
を
聞
き
し
。

と
あ
る
が
、
章
明
親
王
と
の
比
較
の
対
象
と
し
て
、
漢
の
景
帝
の
十
三

子
の
う
ち
、
そ
の
「
最
弟
」
を
持
ち
だ
し
て
い
る
の
は
、
章
明
親
王
が

第
十
三
皇
子
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
邸
第
が
「
洛
城
以
東
」
に
あ
る
と

い
う
の
も
、「
東
北
辺
の
末
、
鴨
河
堤
の
内
に
、
弾
正
尹
章
明
親
王
の

第
有
り
」（『
政
事
要
略
』
巻
六
九
、
致
敬
拝
礼
下
馬
）
と
あ
る
の
に
符

合
す
る
。

　

以
上
を
要
す
る
に
、
こ
れ
は
応
和
元
年
閏
三
月
、
大
宰
帥
の
章
明
親

王
が
洛
東
の
邸
宅
に
催
し
た
詩
宴
の
序
で
あ
る
）
（1
（

。

226　

九
月
尽
日
、
仏
性
院
詩
序

こ
の
よ
う
に
言
う
。
仏
性
院
は
都
京
と
延
暦
寺
を
往
来
す
る
人
々
の

休
息
の
場
と
し
て
、
藤
原
朝
成
が
比
叡
山
の
麓
、
西
坂
本
の
地
に
建
立

し
た
も
の
で
あ
る
。
建
立
の
後
は
、
人
々
が
便
宜
を
得
る
の
み
な
ら
ず
、

季
節
ご
と
に
『
法
華
経
』
の
講
釈
が
行
わ
れ
、
僧
俗
結
縁
の
場
と
も
な

っ
て
い
た
。
今
日
の
宴
も
講
釈
終
了
の
後
、
朝
成
の
、
秋
が
終
わ
る
今

日
、
逝
く
秋
を
心
行
く
ま
で
惜
し
も
う
で
は
な
い
か
、
と
い
う
主
唱
の

下
に
「
秋
を
惜
し
む
詞
」
を
詠
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
席
に
は
主

客
と
し
て
参
議
右
兵
衛
督
源
重
光
と
参
議
右
大
弁
の
源
保
光
が
在
っ
た
。

朝
成
は
重
光
、
保
光
兄
弟
（
醍
醐
天
皇
皇
子
代
明
親
王
の
子
）
に
と

っ
て
は
母
方
の
叔
父
と
い
う
縁
戚
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
重
光
、
保
光
の

前
記
の
官
職
か
ら
、
こ
の
宴
が
行
わ
れ
た
の
は
天
禄
元
年
（
九
七
〇
）

か
ら
同
三
年
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
（1
（

。

231　

貞
上
人
禅
房
詩
序

表
題
は
「
夏
日
、
王
才
子
と
貞
上
人
の
禅
房
に
過
ぎ
り
庭
前
の
水
石

を
翫
ぶ
叙
」。
本
文
に
「
夫
れ
貞
上
人
は
我
が
師
な
り
、
王
才
子
は
我

が
友
な
り
。
師
を
尋
ね
て
友
と
結
ぶ
。
寔ま
こ
とに
縁
有
り
」
と
い
う
。
貞
上

人
は
貞
某
あ
る
い
は
某
貞
な
る
僧
で
あ
る
。
順
が
「
我
が
師
」
と
称
す

る
人
物
で
、
素
性
を
知
り
た
く
思
う
が
、
手
が
か
り
が
な
く
、
未
詳
で

あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
貞
上
人
の
僧
房
を
王
才
子
と
同
行
し
て
訪
ね

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
才
子
」
は
多
く
大
学
寮
に
学
ぶ
者
を
い
う
）
（1
（

。

229
「
淳
和
院
に
遊
ぶ
詩
序
」
の
結
び
に
、「
時
や
我
が
党
の
才
子

0

0

十
有

余
輩
、
南
曹
の
二
窓
を
出
で
て
、
西
京
の
一
洞
に
入
る
。
名
は
遊
覧
と

雖
も
、
実
は
文
章
を
闘
は
す
。
勧
学
院
の
鴻
才
の
藤と
う

懃き
ん

、
忽
ち
妙
句
を

賦
し
、
奨
学
院
の
鯫
生
源
順
、
聊
か
大
綱
を
記
す
と
爾し
か

云
ふ
」
と
い
う
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の
も
、
こ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
南
曹
と
は
後
出
の
勧
学
院
と
奨
学

院
を
い
う
。
こ
の
二
院
は
藤
原
氏
及
び
源
氏
ら
の
賜
姓
氏
族
の
学
生

（
大
学
寮
に
学
ぶ
者
と
い
う
広
義
）
の
た
め
の
別
曹
で
あ
る
が
、
共
に

大
学
寮
の
南
側
に
位
置
し
た
の
で
、
か
く
称
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ

こ
に
見
え
る
才
子
は
南
曹
に
属
す
る
学
生
ら
を
指
し
て
い
る
。
王
才
子

も
王
族
と
し
て
順
と
共
に
奨
学
院
に
学
ぶ
身
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

こ
こ
で
併
せ
て
312
「
源
才
子
の
文
亭
に
過
ぎ
り
て
紅
葉
を
賦
す
詩

序
」
を
見
て
お
こ
う
。

文
頭
に
「
崇
仁
坊
の
北
に
、
一
つ
の
風
亭
有
り
。
姓
は
源
、
字あ
ざ
なは

文
、

是
れ
其
の
主
な
り
。
人
は
天
才
の
卓た
く

犖ら
く

に
誇
り
、
亭
は
地
勢
の
幽
深
を

称
せ
ら
る
」
と
い
う
。
崇
仁
坊
は
左
京
八
条
。
卓
犖
は
極
め
て
優
れ
て

い
る
こ
と
。
源
才
子
は
字
は
文
で
あ
る
と
い
う
。
字
と
は
大
学
寮
に
学

ぶ
学
生
に
与
え
ら
れ
る
別
称
で
あ
る
。
こ
の
源
才
子
が
字
を
持
つ
と
い

う
こ
と
は
学
生
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
源
文
も
ま
た
源
み
な
も
と

氏

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
奨
学
院
に
籍
を
置
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。

259　

右
親
衛
源
将
軍
『
論
語
』
読
書
宴
詩
序

「
康
保
三
年
の
夏
、
右
親
衛
源
将
軍
、
翰
林
藤
学
士
を
招
き
て
、
初

め
て
魯
の
論
語
を
読
む
。
時
人
以お
も

為え

ら
く
、
下
問
を
恥
ぢ
ず
、
能よ

く

文
宣
王
の
遺
訓
を
守
る
と
」
と
書
き
起
こ
す
。「
文
宣
王
」
は
孔
子

を
い
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
右
親
衛
源
将
軍
」
及
び
「
翰
林
藤
学

士
」
は
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
康
保
三
年
（
九
六
六
）
の
右

親
衛
将
軍
、
右
近
衛
中
将
の
官
に
在
っ
た
源
み
な
も
と

氏
は
延
光
で
あ
る
。

代
明
親
王
の
子
で
、
天
徳
四
年
（
九
六
○
）
十
月
、
右
近
衛
権
中
将

に
任
じ
ら
れ
（『
公
卿
補
任
』
康
保
三
年
条
）、
康
保
三
年
二
月
二
十

一
日
の
内
宴
の
記
事
に
は
右
近
中
将
と
し
て
見
え
る
（『
西
宮
記
』

巻
二
、
内
宴
）。
ま
た
「
翰
林
藤
学
士
」、
文
章
博
士
の
藤
原
氏
は
藤

原
後
生
（
俊
生
と
も
）
で
、
天
徳
四
年
以
来
、
文
章
博
士
の
官
に
在

っ
た
）
（1
（

。

こ
の
詩
序
は
康
保
三
年
、
源
延
光
が
藤
原
後
生
に
就
い
て
『
論
語
』

を
読
ん
だ
時
の
竟
宴
に
お
け
る
序
で
あ
る
。

296　

西
宮
池
亭
の
花
宴
の
詩
序

こ
の
序
も
先
に
読
ん
で
い
る
の
で
）
（1
（

、
こ
こ
で
必
要
な
点
を
摘
記
す
る
。

西
宮
は
永
寧
坊
、
右
京
四
条
に
在
っ
た
源
高
明
の
邸
第
で
あ
る
。
高

明
は
醍
醐
天
皇
の
皇
子
で
、
臣
籍
に
降
下
し
た
が
、
221
序
の
章
明
親
王
、

ま
た
後
出
の
307
序
の
盛
明
親
王
、
311
序
の
重
明
親
王
と
兄
弟
で
あ
る
。

高
明
が
本
序
で
は
「
応
和
の
大
納
言
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
詩
宴
が
行
わ
れ
た
の
は
、
高
明
が
そ
の
官
に
在
っ
た
応
和
元
年

（
九
四
一
）
か
ら
四
年
の
間
と
な
る
が
、
ま
た
順
は
自
身
の
こ
と
を

「
戸
部
郎
中
」、
民
部
丞
と
称
し
て
い
る
。
順
は
応
和
二
年
に
民
部
少
丞

と
な
っ
て
い
る
の
で
、
二
年
以
後
と
な
る
。
花
宴
の
日
に
つ
い
て
は
文
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中
に
「
時
や
三
月
三
日
、
鳥
有
り
花
有
り
」
と
い
う
。
三
月
三
日
で
あ

る
が
、
二
年
に
は
そ
の
日
に
宮
中
で
曲
水
宴
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
高
明
は
自
邸
に
宴
を
催
す
こ
と
を
遠
慮
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら

を
考
え
合
わ
せ
て
、
応
和
三
年
か
四
年
の
こ
と
と
な
る
）
（1
（

。

302
・
323　

白
河
院
詩
序

共
に
白
河
院
に
催
さ
れ
た
詩
宴
の
序
で
あ
る
の
で
併
せ
て
述
べ
る
。

ま
た
共
に
宴
の
催
行
年
時
、
主
宰
者
、
参
加
者
等
に
つ
い
て
論
証
を
行

っ
て
い
）
11
（

る
の
で
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
要
約
す
る
。

ま
ず
323
詩
序
か
ら
。
第
一
段
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

白
河
院
は
故
左
相
府
の
山
庄
な
り
。
黄
閤
を
掩お
お

ひ
て
よ
り
、
緑
蕪

を
掃
は
ず
。
煙
柳
眉
を
斂お
さ

め
て
、
二
年
の
春
空
し
く
暮
れ
、
水
石

咽
ぶ
が
如
く
、
三
廻
の
秋
闌た
け
な
わな
ら
ん
と
欲
す
。
左
武
衛
藤
相
公
、

尊
閤
の
遺
徳
を
恋
ひ
、
勝
地
の
旧
遊
を
慕
ひ
て
、
遂
に
詹せ
ん

事じ

納
言
、

尚
書
相
公
と
簾
幌
を
巻
き
筆
硯
を
並
べ
て
、
聊
か
暇
日
に
遊
覧
す
。

「
黄
閤
」、
大
臣
が
薨
じ
て
三
度
目
の
秋
と
い
う
が
、
こ
の
大
臣
は
安

和
二
年
（
九
六
九
）
十
月
に
没
し
た
藤
原
師
尹
で
あ
り
、
詩
宴
が
催
さ

れ
た
の
は
天
禄
二
年
（
九
七
一
）
と
な
る
。
そ
う
し
て
主
宰
者
の
「
左

武
衛
藤
相
公
」、
参
議
左
兵
衛
督
は
嗣
子
の
済
時
で
あ
る
。
ま
た
賓
客

の
「
詹
事
納
言
」
は
権
中
納
言
春
宮
大
夫
の
源
延
光
、「
尚
書
相
公
」

は
参
議
右
大
弁
の
源
保
光
で
あ
る
。

つ
い
で
302
詩
序
を
考
え
る
。
次
の
叙
述
が
あ
る
。

夫
れ
年
に
必
ず
し
も
閏
在
ら
ず
、
閏
は
必
ず
し
も
春
に
在
ら
ず
。

今
年
閏
は
二
月
に
在
り
。
豈あ
に

花
鳥
時
を
得
た
る
春
に
非
ず
や
。
然

も
な
ほ
都
人
士
女
の
花
を
論
ず
る
者
、
多
く
白
河
院
を
以
て
第
一

と
為
す
。
…
…
。
是
を
以
て
、
大
長
秋
・
左
監
門
・
戸
部
尚
書
の

三
納
言
、
右
武
衛
・
執
金
吾
・
左
大
尚
書
の
三
相
公
、
及
び
当
時

の
賢
大
夫
の
、
心
和
漢
に
通
じ
、
手
絃
管
に
巧
み
な
る
者
、
或
い

は
仙
闈
自
り
し
、
或
い
は
第
宅
自
り
し
、
冠
蓋
相
望
ん
で
、
皆
以

て
追
ひ
尋
ぬ
。
其
の
主
を
誰
と
か
為
す
、
左
武
衛
藤
相
公
な
り
。

善
く
箏
を
弾
じ
能よ

く
筆
を
翫
ぶ
、
誠
に
花
月
の
主
な
り
。

「
今
年
閏
は
二
月
に
在
り
」
が
こ
の
詩
序
催
行
の
時
を
明
ら
か
に
す

る
。
こ
れ
に
当
た
る
の
は
天
禄
三
年
（
九
七
二
）
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
主
宰
者
及
び
参
加
者
を
知
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
主
宰
者
「
左

武
衛
藤
相
公
」
は
先
の
藤
原
済
時
、
参
加
し
た
貴
紳
の
「
大
長
秋
・
左

監
門
・
戸
部
尚
書
」
の
三
中
納
言
は
中
宮
大
夫
藤
原
朝
成
、
左
衛
門
督

源
延
光
、
民
部
卿
藤
原
文
範
、「
右
武
衛
・
執
金
吾
・
左
大
尚
書
」
の

三
参
議
は
右
兵
衛
督
源
重
光
、
右
衛
門
督
藤
原
斉
敏
、
左
大
弁
源
保
光

と
な
る
。

307　

上
州
大
王
邸
詩
序

詩
序
は
末
尾
で
作
者
が
自
身
の
述
懐
を
記
す
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
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こ
の
序
で
も
「
学
を
好
み
て
益
無
き
者
有
り
、
前
の
泉
州
刺
史
順
な
り
、

…
…
。
九
年
散
班
に
沈
ん
で
、
空
し
く
嵆け
い

含が
ん

の
左
鬢
を
添
ふ
」
と
い
う
。

和
泉
守
の
任
を
解
か
れ
て
の
ち
九
年
間
、
無
官
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
彼
の
官
歴
（『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』）
に
引
き
合

わ
せ
て
み
る
と
、
天
元
二
年
（
九
七
九
）
の
こ
と
と
な
る
。
上
州
大
王

は
こ
の
時
の
上
野
太
守
あ
る
い
は
上
総
太
守
で
あ
る
。
そ
れ
は
盛
明
親

王
ま
た
致
平
親
王
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
で
あ
ろ
う
か
。
文
中
に
「
大
王
、

翰
林
両
菅
学
士
と
通
家
な
り
」
と
あ
る
。
親
王
は
二
人
の
文
章
博
士
菅

原
氏
と
縁
戚
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
盛
明
親
王
は
菅
原
在
躬
の

娘
を
妻
と
し
て
い
る
（
も
う
一
人
の
文
章
博
士
菅
原
文
時
と
の
関
係
は

未
詳
）。
も
う
一
つ
、「
今
大
王
の
遊
ぶ
所
は
、
本
是
れ
寛
平
太
上
の
遊

ぶ
所
な
り
。
花
は
一
代
を
隔
て
て
、
再
び
其
の
栄は
な

を
発ひ
ら

き
、
水
は
二
主

に
逢
ひ
て
以
て
重
ね
て
其
の
色
を
澄
ま
し
む
」
と
あ
る
。
親
王
の
こ
の

邸
宅
は
か
つ
て
宇
多
上
皇
が
宴
を
催
さ
れ
た
所
で
あ
り
、
花
は
一
代
を

隔
て
て
再
び
花
を
開
い
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
一
代
と
は
醍
醐
天
皇

（
宇
多
天
皇
の
子
）
を
い
う
。
醍
醐
天
皇
の
皇
子
、
盛
明
親
王
に
と
っ

て
は
一
代
で
あ
る
が
、
村
上
天
皇
（
醍
醐
天
皇
の
皇
子
）
の
皇
子
で
あ

る
致
平
親
王
は
二
代
を
隔
て
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
二
点
か
ら
、
上

州
大
王
は
盛
明
親
王
で
あ
る
）
1（
（

。

311　

栖
霞
寺
詩
序

表
題
は
「
初
冬
、
栖
霞
寺
に
同と

も

に
「
霜
葉
林
に
満
ち
て
紅
な
り
」
を

賦
す
。
李
部
大
王
の
教
に
応
ふ
」
と
あ
る
。「
教
」
は
仰
せ
の
意
。「
李

部
大
王
」、
式
部
卿
親
王
の
主
宰
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
。
ま
ず
詩

宴
の
時
を
尋
ね
る
と
、
末
尾
に
「
順　

暮
年
に
し
て
桂
を
折
る
」
と
あ

る
。
順
が
文
章
生
と
な
っ
た
天
暦
七
年
（
九
五
三
）
十
月
以
後
と
な
る
。

こ
れ
に
当
た
る
親
王
の
う
ち
、
栖
霞
寺
と
関
わ
り
を
有
す
る
人
物
は
誰

か
。
そ
れ
は
重
明
親
王
で
あ
る
。
醍
醐
天
皇
皇
子
で
、
母
は
源
昇
の
娘
。

天
暦
四
年
に
式
部
卿
と
な
る
。
詩
宴
の
場
と
な
っ
た
栖
霞
寺
は
嵯
峨
源

氏
、
源
融と
お
るの

別
業
で
栖
霞
観
と
称
さ
れ
て
い
た
が
、
融
の
一
周
忌
に
当

た
る
寛
平
八
年
（
八
九
六
）、
こ
こ
に
寺
が
建
立
さ
れ
た
。
そ
の
折
の

菅
原
道
真
の
「
両
源
相
公
の
為
の
先
考
の
大
臣
の
周
忌
法
会
願
文
」

（『
菅
家
文
草
』
巻
一
二
666
）
か
ら
、「
両
源
相
公
」
が
こ
の
法
会
の
願

主
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
二
人
は
融
の
子
、
湛た
た
うと

昇
（
重

明
親
王
の
外
祖
父
）
の
兄
弟
で
あ
る
。
次
の
叙
述
が
あ
る
。

所
天
（
父
）
尋つ

常ね

に
言
ひ
て
曰
く
、「
栖
霞
観
は
嵯
峨
の
聖
霊
久

し
く
叡
賞
を
留
め
た
ま
ふ
。
仮た
と

使い

暫
く
風
月
優
遊
の
家
と
為
る
も
、

唯
願
は
く
は
終つ
い

に
は
香
華
供
養
の
地
と
作な

ら
ん
こ
と
を
」
と
。
是

の
故
に
弟
子
ら
新
た
堂
構
を
彼
の
観
に
添
へ
、
全
く
経
典
を
其
の

中
に
収
む
。

融
の
遺
志
に
従
っ
て
、
こ
こ
に
寺
を
建
て
経
典
を
収
め
る
と
い
う
。
重
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明
親
王
か
ら
見
る
と
、
栖
霞
寺
は
外
曽
祖
父
融
・
外
祖
父
昇
を
通
し
て

深
い
所
縁
の
あ
る
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
故
で
あ
ろ
う
、
親
王
は
天
慶

八
年
（
九
四
五
）
十
二
月
二
十
七
日
、
亡
妻
（
藤
原
寛
子
）
の
た
め
の

法
会
を
栖
霞
寺
で
行
っ
て
い
る
（『
李
部
王
記
』）。
李
部
大
王
は
重
明

親
王
と
考
え
ら
れ
る
。
詩
宴
が
行
わ
れ
た
の
は
、
順
が
文
章
生
と
な
っ

た
天
暦
七
年
十
月
か
ら
重
明
親
王
薨
去
の
同
八
年
九
月
以
前
の
「
初

冬
」
す
な
わ
ち
天
暦
七
年
の
十
月
と
な
る
）
11
（

。

314　

神
泉
苑
詩
序

表
題
は
「
冬
日
、
神
泉
苑
に
於
い
て
同
に
「
葉
下
ち
て
風
枝
疎
ら
な

り
」
を
賦
す
」。
こ
の
よ
う
に
い
う
。

神
泉
苑
は
禁
苑
の
其
の
一
な
り
。
…
…
。
戸
部
省
侍
郎
以
下
、
偸ひ
そ

か
に
暇
予
を
其
の
間
に
取
る
。
蓋
し
ま
た
漁
釣
を
禁
じ
て
、
吟
詠

を
禁
ぜ
ざ
れ
ば
な
り
。

「
戸
部
省
」
は
民
部
省
の
唐
名
、「
侍
郎
」
は
そ
の
大
輔
を
い
う
。
冬

の
一
日
、
民
部
省
の
大
輔
以
下
が
休
暇
を
取
っ
て
神
泉
苑
に
遊
び
詩
を

賦
し
た
と
い
う
。
こ
れ
か
ら
、
順
の
官
歴
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
。
順
は

応
和
二
年
（
九
六
二
）
正
月
、
民
部
少
丞
に
任
じ
ら
れ
、
翌
三
年
に
大

丞
に
昇
り
、
康
保
三
年
（
九
六
六
）
に
下
総
権
守
に
転
じ
て
い
る
。
詩

序
は
こ
の
間
の
作
で
あ
ろ
う
。
で
は
こ
の
詩
遊
の
主
唱
者
と
な
っ
た
大

輔
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
史
料
に
尋
ね
る
と
、『
扶
桑
略
記
』
応
和
元
年

三
月
五
日
条
に
そ
の
名
が
見
え
る
。
こ
の
日
、
村
上
天
皇
が
冷
泉
院
の

釣
殿
に
桜
花
の
宴
を
催
し
、
多
く
の
文
人
が
召
さ
れ
て
詩
を
賦
し
た
の

で
あ
る
が
、
そ
の
一
人
に
「
民
部
大
輔
保
光
」
が
い
る
。
ち
な
み
に
順

も
侍
し
て
い
る
。
保
光
は
天
暦
八
年
（
九
五
四
）
十
月
に
こ
の
官
に
就

い
て
い
る
（『
公
卿
補
任
』
天
禄
元
年
）。
そ
う
し
て
康
保
二
年
五
月
に

は
右
中
弁
の
官
に
在
っ
た
（『
朝
野
群
載
』）
巻
二
二
）。

以
上
を
要
す
る
に
、
こ
の
詩
遊
は
民
部
大
輔
源
保
光
の
主
唱
の
も
と

に
、
応
和
二
、
三
年
、
康
保
元
年
の
い
ず
れ
か
の
冬
に
行
わ
れ
て
い
る
。

322　

五
覚
院
詩
序

表
題
は
「
三
月
尽
日
、
五
覚
院
に
遊
び
て
同
に
「
紫
藤
花
落
ち
て
鳥

関
関
た
り
」
を
賦
す
」。
次
の
よ
う
に
記
す
。

嵯
峨
院
は
我
が
先
祖
太
上
皇
の
仙
洞
な
り
。
…
…
。
五
覚
院
は
彼

の
院
の
西
洞
な
り
。
大
師
仙
遊
を
尋
ね
て
洞
房
を
占
め
、
仏
智
を

写
し
て
以
て
沙
界
を
利
す
。
…
…
。
是
の
故
に
我
が
道
の
通
儒
、

吏
部
善
侍
郎
、
詩
客
十
余
人
を
率
ゐ
て
、
先
づ
氷
雪
の
尊
顔
を
拝

し
、
遂
に
風
煙
の
勝
趣
に
感
ず
。

こ
れ
に
依
っ
て
五
覚
院
は
、
嵯
峨
天
皇
の
別
業
で
あ
り
後
院
と
な
っ

た
嵯
峨
院
の
西
房
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
空
海
が
止
住
し

た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
き
わ
め
て
由
緒
あ
る
場
所
な
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
「
吏
部
善
侍
郎
」
は
十
数
人
の
詩
人
ら
と
、
こ
こ
で
逝
く
春
を
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惜
し
む
雅
遊
を
催
し
た
と
あ
る
が
、
こ
の
吏
部
善
侍
郎
は
未
詳
で
あ
る
。

吏
部
侍
郎
は
式
部
大
輔
の
唐
名
で
あ
り
、
善
は
三
善
氏
と
考
え
ら
れ
る

が
、
該
当
す
る
人
物
を
見
出
せ
な
い
。
こ
れ
は
措
く
と
し
て
、
文
頭
の

「
嵯
峨
院
は
我
が
先
祖
太
上
皇
の
仙
洞
な
り
」
に
は
嵯
峨
源
氏
の
皇
統

に
連
な
る
者
と
し
て
の
順
の
強
固
な
家
門
意
識
を
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
る
。

以
上
、
論
証
に
紙
幅
を
費
や
し
た
が
、
こ
れ
を
整
理
し
て
い
こ
う
。

各
序
の
キ
―
ワ
ー
ド
を
抜
き
出
す
と
、
こ
の
よ
う
に
な
る
。

204
序　

具
平
親
王
、
橘
正
通
、
慶
滋
保
胤

218
序　

奨
学
院

221
序　

章
明
親
王

226
序　

仏
性
院
、
藤
原
朝
成
、
源
重
光
、
源
保
光

231
序　

貞
上
人
、
王
才
子
（
共
に
実
名
は
未
詳
）

259
序　

源
延
光

296
序　

西
宮
、
源
高
明

302
序　

 

白
河
院
、
藤
原
済
時
、
藤
原
朝
成
、
源
延
光
、
藤
原
文
範
、
源

重
光
、
藤
原
斉
敏
、
源
保
光

307
序　

盛
明
親
王

311
序　

栖
霞
寺
、
重
明
親
王

312
序　

源
才
子
（
未
詳
）

314
序　

神
泉
苑
、
源
保
光

322
序　

五
覚
院
（
嵯
峨
院
）、
吏
部
善
侍
郎
（
未
詳
）

323
序　

白
河
院
、
藤
原
済
時
、
源
延
光
、
源
保
光

こ
れ
ら
か
ら
何
が
見
え
て
く
る
か
。
人
と
所
に
分
け
て
考
え
る
。

ま
ず
人
に
つ
い
て
。
す
ぐ
に
気
づ
く
の
は
親
王
が
四
人
（
具
平
・
章

明
・
盛
明
・
重
明
）
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
具
平
親
王
以
外
の

三
人
は
醍
醐
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
の
で
、
源
氏
で
あ
る
が
高
明
も
こ
れ

に
準
じ
る
者
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
醍
醐
天
皇
の
皇
子
四
人

の
う
ち
、
章
明
親
王
を
除
く
三
人
は
母
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
盛
明
・
重
明
親
王
、
源
高
明
の
母
は
嵯
峨
源
氏
で
あ
る
。
略
系
図

で
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

嵯
峨
天
皇

醍
醐
天
皇

定

至

挙

唱

融

昇

女

源
高
明

盛
明
親
王

重
明
親
王

泉

女

周
子

順
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こ
の
三
人
は
母
を
通
し
て
順
と
同
じ
嵯
峨
源
氏
の
血
を
承
け
て
い
る
。

な
お
高
明
は
妻
も
嵯
峨
源
氏
で
あ
る
。

次
い
で
源
氏
の
重
光
・
保
光
・
延
光
の
三
兄
弟
、
い
わ
ゆ
る
「
三

光
」（『
二
中
歴
』
巻
一
三
、
名
人
歴
）
で
あ
る
。
醍
醐
皇
子
の
代
明
親

王
の
子
で
あ
る
が
、
白
河
院
（
302
･
323
）
ま
た
仏
性
院
（
226
）、
神
泉

苑
（
314
）
で
の
詩
宴
に
複
数
回
列
な
っ
て
い
る
。
次
の
よ
う
に
な
る
。

重
光　

226　
　
　

302

保
光　

226　
　
　

302　

314　

323

延
光　
　
　

259　

302　
　
　

323

さ
ら
に
王
才
子
と
源
才
子
で
あ
る
。
才
子
と
称
し
て
い
る
の
で
、
前

述
の
よ
う
に
大
学
寮
に
学
ぶ
身
で
あ
る
。
王
氏
と
い
い
、
源
氏
と
い
う
。

共
に
奨
学
院
に
属
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

以
上
の
親
王
、
源
氏
、
王
氏
、
い
ず
れ
も
皇
統
に
連
な
る
人
々
で
あ

る
。次

に
所
で
あ
る
が
、
親
王
邸
及
び
源
高
明
の
西
宮
は
、
人
と
し
て
見

た
。
そ
の
他
を
見
る
。

奨
学
院
（
218
序
）　

前
述
の
よ
う
に
皇
統
の
王
や
源
氏
、
平
氏
、
在
原

氏
な
ど
の
賜
姓
氏
族
の
た
め
の
別
曹
で
あ
る
。

栖
霞
寺
（
311
序
）　

先
に
は
「
李
部
大
王
」、
式
部
卿
親
王
は
重
明
親
王

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
述
べ
た
が
、
そ
こ

で
論
証
に
用
い
た
菅
原
道
真
の
「
両
源
相
公
の
為
の
先
考
の
大
臣
の
周

忌
法
会
願
文
」
の
一
部
を
も
う
一
度
引
用
す
る
。

所
天
（
父
）
尋つ

常ね

に
言
ひ
て
曰
く
、「
栖
霞
観
は
嵯
峨
の
聖
霊
久

し
く
叡
賞
を
留
め
た
ま
ふ
。
仮た
と
い使
暫
く
風
月
優
遊
の
家
と
為
る
も
、

唯
願
は
く
は
終
に
は
香
華
供
養
の
地
と
作
ら
ん
こ
と
を
」
と
。

「
所
天
」
は
親
王
の
外
祖
父
源
昇
に
と
っ
て
の
父
、
融
で
あ
る
が
、

彼
は
い
つ
も
こ
う
言
っ
て
い
た
。
栖
霞
観
は
「
嵯
峨
の
聖
霊
」、
嵯
峨

天
皇
（
融
の
父
）
が
長
き
に
亙
っ
て
遊
覧
を
楽
し
ま
れ
た
所
な
の
だ
。

栖
霞
観
は
融
の
別
荘
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
は
嵯
峨
天

皇
（
上
皇
）
ゆ
か
り
の
地
な
の
で
あ
っ
た
。

五
覚
院
（
322
序
）　

こ
れ
も
先
述
の
よ
う
に
、
嵯
峨
上
皇
の
後
院
、
嵯

峨
院
の
子
院
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
詩
宴
の
場
と
な
っ
た
こ
れ
ら
は
、
嵯
峨
天
皇
に
所

縁
あ
る
所
、
ま
た
皇
統
に
関
わ
る
所
で
あ
っ
た
。

『
本
朝
文
粋
』
に
は
全
作
品
の
三
分
の
一
に
近
い
一
三
九
首
の
詩
序

が
あ
る
が
、
源
順
の
作
は
菅
原
道
真
に
次
ぐ
一
七
首
が
採
録
さ
れ
て
い

る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
作
品
か
ら
は
、
順
が
嵯
峨
源
氏
で
あ
る
こ
と
を

強
く
意
識
し
、
皇
統
の
人
々
と
の
交
わ
り
の
な
か
で
、
ま
た
所
縁
あ
る

場
で
多
く
制
作
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
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注（１
） 　

雑
詩
も
二
二
首
が
あ
る
が
、
本
稿
は
本
朝
文
粋
論
と
し
て
、
文
章

を
対
象
と
す
る
の
で
、
詩
は
除
外
す
る
。

（
２
） 　

拙
稿
「
文
は
、
願
文
・
表
・
博
士
の
申
文
」（『
本
朝
漢
詩
文
資
料

論
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
）

（
３
） 　

巻
五
の
目
録
で
は
表
に
辞
状
を
付
属
さ
せ
て
い
る
が
、
後
述
の
よ

う
に
両
者
は
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
、
分
け
て
考
え
る
。

（
４
）　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
本
朝
文
粋
』
の
作
品
番
号
。

（
５
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
菅
家
文
草
』
の
作
品
番
号
。

（
６
） 　
『
本
朝
文
粋
』
は
文
体
と
し
て
は
「
序
」
と
立
項
し
、
こ
れ
を
さ

ら
に
「
書
序
」「
詩
序
」「
和
歌
序
」
に
分
類
す
る
が
、
大
部
分
を
占

め
る
の
は
詩
序
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
以
っ
て
代
表
さ
せ
る
。

（
７
） 　

都
良
香
「
陪
二
左
丞
相
東
閣
一
聴
三
源
皇
子
初
学
二
周
易
一
」
詩
序

（『
本
朝
文
粋
』
巻
九
255
）
の
「
良
香
謹
拝
二
高
命
一、
不
二
敢
違
一ㇾ
之
。

聊
染
二
疎
毫
一、
上
二
其
都
序
一
」
は
一
例
で
あ
る
。

（
８
） 　

拙
稿
「
平
安
朝
漢
文
学
史
の
輪
郭
―
詩
序
を
例
と
し
て
」（『
平
安

朝
漢
文
学
史
論
考
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
）。

（
９
） 　

拙
著
『
本
朝
文
粋
抄
』
三
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
第
九
章

「
在
納
言
の
奨
学
院
を
建
立
す
る
状
」。

（
10
） 　

拙
著
『
本
朝
文
粋
抄
』
三
、
第
七
章
「
西
宮
の
池
亭
に
「
花
開
き

て
已
に
樹
を
匝
る
」
を
賦
す
詩
の
序
」。

（
11
） 　

拙
稿
「『
扶
桑
集
』
の
詩
人
（
三
）」（『
成
城
国
文
学
』
第
三
七
号
、

二
〇
二
一
年
）。

（
12
） 　

拙
著
『
本
朝
文
粋
抄
』
三
、
第
六
章
「
第
七
親
王
の
読
書
閣
に

「
弓
勢
は
月
の
初
三
」
を
賦
す
詩
の
序
」。

（
13
）　

注
９
に
同
じ
。

（
14
） 　

拙
稿
「
属
文
の
王
卿
」
―
醍
醐
系
皇
親
」（『
平
安
朝
漢
文
学
論

考
』
補
訂
版
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
15
） 　

拙
著
『
本
朝
文
粋
抄
』
六
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
〇
年
）
第
九
章

「
仏
性
院
に
秋
を
惜
し
む
詩
序
」。

（
16
） 　

拙
稿
「
源
為
憲
と
藤
原
有
国
の
交
渉
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
歴

史
』
第
七
一
五
号
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
17
） 　

そ
の
経
歴
、
文
業
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
扶
桑
集
』
の
詩
人

（
四
）」（『
成
城
文
藝
』
第
二
五
五
号
、
二
〇
二
一
年
）
参
照
。

（
18
）　

注
10
に
同
じ
。

（
19
） 　

神
野
藤
昭
夫
「《
源
順
伝
》
断
章
―
安
和
の
変
前
後
ま
で
の
文
人

と
し
て
の
順
」（『
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報
』
13
、
一
九
八

五
年
）
を
参
照
し
た
。

（
20
） 　

拙
稿
「
白
河
院
の
詩
遊
」（『
平
安
朝
漢
文
学
論
考
』
補
訂
版
、
勉

誠
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
21
）　

注
20
に
同
じ
。
但
し
「
一
代
を
隔
て
」
の
こ
と
は
新
た
に
加
え
た
。

（
22
）　

注
20
に
同
じ
。

 

（
ご
と
う
・
あ
き
お　

成
城
大
学
元
教
授
）


